（第１号様式）
質　問　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

	会 社 名
	

	所 属 部 署
	

	担 当 者 名
	

	電 話 番 号
	

	FAX 番 号
	

	メールアドレス
	



　






南九州市平和へのメッセージfrom知覧スピーチコンテスト広報活動及び事務局運営業務委託プロポーザル審査会の仕様書等に関する質問表
	№
	該当資料名
	該当頁
	質問事項

	１
	
	
	




	２
	
	
	




	３
	
	
	




	４
	
	
	




	５
	
	
	






· 質問受付期限：令和８年１月16日（金）17時まで

（第２号様式）
南九州市平和へのメッセージfrom知覧スピーチコンテスト
広報活動及び事務局運営業務委託プロポーザル審査会　参加申込書

　令和　　年　　月　　日　

　南九州市長　　塗木　弘幸　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　〒住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

南九州市平和へのメッセージfrom知覧スピーチコンテスト広報活動及び事務局運営業務委託プロポーザル審査会への参加を表明し，申込みをします。 なお，プロポーザル審査会に参加するにあたり，下記の事項を誓約します。 

記

1． 第三者を介しての営業行為及び庁舎外での折衝などは致しません。
2． 本業務に関して，他の参加者等と談合もしくは談合等と疑われる協議・行動は致しません。
3． 貴市より提供された情報は，他へ漏らしません。 
4． 貴市に対して不利益となる事は行いません。
5． 上記事項に違反した場合は，企画書の受領拒否，審査の中止及び指名停止等の措置をされても異議申し立てを行いません。

　担当者連絡先

　　【連絡先】
　　　担当者所属・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　FAX番号　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
※提出期限：令和８年２月９日（月）17時まで
　期限までに提出が無い場合は，提出する意思が無いと判断いたします。
（第３号様式）
　令和　　年　　月　　日　

　南九州市長　　塗木　弘幸　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　〒住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　


[bookmark: _Hlk216432750]企画提案書の提出について


　令和７年12月24日付けで公告のありました南九州市平和へのメッセージfrom知覧スピーチコンテスト広報活動及び事務局運営業務委託プロポーザル審査会について，下記の必要書類を別紙のとおり提出します。
　なお，「南九州市平和へのメッセージfrom知覧スピーチコンテスト広報活動及び事務局運営業務委託プロポーザル審査会実施要領」に定める参加資格要件を満たしていること及び提出内容については，いずれも相違ありません。

記

１　業務名　　　平和へのメッセージfrom知覧スピーチコンテスト広報活動及び事務局
運営業務委託

２　提出書類
1 鑑「企画提案書の提出について」（第３号様式） 　1部及びPDF
2 企画提案書（任意様式）　　　　　　　　　　　　1部及びPDF
3 業務実績書（任意様式）　　　　　　　　　　　　1部及びPDF
4 費用見積書（任意様式）　　　　　　　　　　　　1部及びPDF
5 担当者経歴書（任意様式）　　　　　　　　　　　1部及びPDF






※提出期限：令和８年２月13日（金）17時まで
（第４号様式）
辞　退　届

　令和　　年　　月　　日　

　南九州市長　　塗木　弘幸　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　〒住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　


　下記のプロポーザル審査会につきましては，参加申込書を提出していましたが，審査会を辞退します。

記


　プロポーザル審査会名：南九州市平和へのメッセージfrom知覧スピーチコンテスト広報活動及び事務局運営業務委託プロポーザル審査会



辞退理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
